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平成２９年度 国立大学法人広島大学 年度計画 

 

ₒ  ┼ ₓ 

 

ẽ │ │₉ה₈ ╩ ∆⁹ 

 

з 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置 

（学士課程） 

ₒ ₓ ⌐ ╩ ⇔√♫fiⱣꜞfi◓ ┘◦ꜝⱣ☻─ ╩  

≡─ ╩ ⌐ ⇔ ⌐ ∆╢ ◦☻♥ⱶ─ ╩ ∆ 

╢⁹ ⅜ ↄ ⌂  

─◓fiⱣꜞfi♫ ה ┘◦ꜝⱣ☻≢─ ⌐≈™≡ ╩ ℮≤≤╙⌐  

⅛╠─ ╩ ∆╢⁹ 

ₒ ₓ ◓꜡כⱣꜟ ⌐ ⇔√ ╩ ∆╢√╘ ╕≢⌐ ⌐⅔ 

™≡ ╩ ™√ ─╖≢ ↕╣√ ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩ ⇔ ∕─  

╩ ∆╢⁹ ⅜ ↄ ⌂  

╠⅛ ה ─ ⌐⅔™≡ ∆╢ ╩ ™√ ─╖≢  

↕╣√ ⱪ꜡◓ꜝⱶ⌐≈™≡ ╣ ╩ ℮≤≤╙⌐ ⅛╠─ 

╩ ⇔ ╩ ℮⁹ 

ₒ ₓ ◓꜡כⱣꜟ ⌐⅔™≡ ╘╠╣╢◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi ╛ⱪ꜠♀fi♥ 

fiꜛ◦כ ╩ ⅎ√ ╩ ∆╢√╘ ⌐╟╢ ┘ ⱪ꜡ 

ⱨ▼♇◦ꜛ♫ꜟ ⱪ꜡◓ꜝⱶ─ ⌂≥≤ ∑ ─ ⌂ ⌐ 

╟╡ ─ ╩ ꜠ⱬꜟ⌐ ↕∑╢⁹  

⅜ ↄ ⌂  

⌐ ה ─ ╩ ꜠ⱬꜟ⌐ ↕∑╢ 

 √╘ ⱪ꜡◓ꜝⱶ₈    ₉─ 

⌂≥⌐╟╡ ─ ╩ ╢≤≤╙⌐ ⌐╟╢ ⌂  

⌂≥─ ⌐╟╡ ↕╠⌂╢ ─ ─√╘─ ⌂ ╩ ∆╢⁹ 

ₒ ₓ ⌂ ⅛╠ ╩ ⅎ╢ ╩ ∆╢ ─₈ ₉╩ ╘≤⇔ 

≡ ≡─ ⌐▪◒♥▫Ⱪכꜝה♬fi◓╩ ⇔ ⅜ ╠  

⌐ ┘ ⅎ ╩ ה ∆╢ ╩ ∆╢⁹ 

┘ ה ↑─▪fi◔כ♩ ╩ ⇔ ┼─▪◒♥▫Ⱪכꜝה 

♬fi◓ ╩ ∆╢√╘─ ─ ╩ ∆╢⁹ 

（大学院課程） 

ₒ ₓ ╩ ∟ ≢ ≢⅝╢ ⌂ ╩ ∆╢√╘ Ⱶ♇ 

◦ꜛfi─ ╩ ╕ⅎ ⱪ꜡◓ꜝⱶ⌂≥ ⱪ꜡◓ꜝⱶ─ ╩  

™ ⅛╠ ⌐ ≠⅝ ⇔√ⱪ꜡◓ꜝⱶ⌐╟╡ ╩  

℮⁹ 

─ⱪ꜡◓ꜝⱶ ה ⌐ ≠⅝ √⌂◌ꜞ◐ꜙꜝⱶ╩ ⇔ ⇔√  

ⱪ꜡◓ꜝⱶ─ ⌐ ↑√ ⌐ ∆╢⁹ 

ₒ ₓ ◓꜡כⱣꜟ⌐ ≢⅝╢ ╩ ∆╢√╘ ◐ꜗꜞ▪╛  

╩ ⌐ ™√ ה ─ⱪ꜡◓ꜝⱶ⌐ ⅎ≡ ♄Ⱪꜟכꜞ◓▫♦הⱪ꜡◓ꜝ 

ⱶ╩↕╠⌐ ∆╢≤≤╙⌐ ─◌ꜞ◐ꜙꜝⱶ─ ╩ ╗☺ꜛ▬fi 

╩ⱪ꜡◓ꜝⱶכꜞ◓▫♦ה♩ ∆╢⁹ 

ⱪ꜡◓ꜝⱶכꜞ◓▫♦הꜟⱩ♄⌂ ה ה ⱪ꜡◓ꜝ 



2 

ⱶ ─ ╩ ╢≤≤╙⌐ ♄Ⱪꜟכꜞ◓▫♦הⱪ꜡◓ꜝⱶ ─ ╩  

∆╢⁹╕√ ☺ꜛ▬fi♩כꜞ◓▫♦הⱪ꜡◓ꜝⱶ⌐≈™≡ ≤ ╩ ℮⁹ 

ₒ ₓ ╩ ™√ ─╖≢ ≢⅝╢ ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩ ⌐  

⇔ ╕≢⌐ ⌐☻כ◖ ⇔≡ ꜟⱣכ꜡◓ ⌐ ⇔√  

╩ ⇔ ≢ ≢⅝╢ ⌂ ╩ ⇔ ∕─ ╩  

∆╢⁹ ⅜ ↄ ⌂  

╩ ה ™√ ─╖≢ ≢⅝╢ ⱪ꜡◓ꜝⱶ⌐≈™≡ ∆╢≤≤╙⌐  

⌐ ⇔√ ⱪ꜡◓ꜝⱶ⌐≈™≡∕─ ⌐ ╠⇔≡ ╩ ∆╢⁹ 

ₒ ₓ ◓꜡כⱣꜟ ⌐⅔™≡ ╘╠╣╢◖Ⱶꜙ♬◔כ◦ꜛfi ╛ⱪ꜠♀fi 

fiꜛ◦כ♥ ╩ ∫√ ה ≤⇔≡ ≢ ⌂ ╩ ∆╢ 

√╘ ⌐⅔↑╢ ─ ⌐╟╢ ┘ ╩ ™√ 

─╖≢ ≢⅝╢ ⱪ꜡◓ꜝⱶ─ ⌂≥⌐╟╡ ─  

╩ ꜠ⱬꜟ⌐ ↕∑╢⁹ ⅜ ↄ ⌂  

⌐ ה ─ ╩ ─ ╩ ⇔√  

꜠ⱬꜟ⌐ ↕∑ ה ⌂ ╩ ⌐ ↑↕∑╢√╘  

⌐⅔↑╢ ─ ╛ ─ ☻◐ꜟ▪♇ⱪ◒ꜝ☻─  

⌂≥⌐╟╡ ─ ╩ ╢≤≤╙⌐ ─ ─ ╙ ╕ 

ⅎ ↕╠⌂╢ ─ ─√╘─ ⌂ ╩ ∆╢⁹ 

（専門職学位課程） 

ₒ ₓ ─ ╩ ⇔ ─ ≤ ╩ ⇔ↄ ╘√  

≢ ∕╣∙╣─ ⌐ ♪▬ⱷכ♄כ○™⇔ ─ ≤ ╩  

⇔√ ╩ ∆╢≤≤╙⌐₈ fi◓◦☻♥ⱶ₉♅כ◖ ⌐╟ 

╢ ╩ ≤∆╢ ╩ ⇔ ╩ ↕∑ 

╢⁹ 

כ♃כꜙ♅┘ ה ⌐⅔™≡ ₁─ ─ ╩ ⇔  

∕─ ─ ⌂≥╩ ⌐ ⇔ ∕─ ≤⌂╢ ╩ ה ∆╢⁹╕ 

√ ≤─ ─ ╩ ╕ⅎ≡ ◌ꜞ◐ꜙꜝⱶ ─ 

⌐ ↑√ ⱪ꜡◓ꜝⱶ⌐ ≠ↄ ─◌ꜞ◐ꜙꜝⱶ ╩ ™  

∕─ ╩ ⌐ ∆╢⁹↕╠⌐ ─ ⌐ ≠⅝  

⌐⅔↑╢ ┘ ─ ╩꜠ⱬꜟ▪♇ⱪ↕∑╢ ◦ 

☻♥ⱶ╩ ⇔ ∕╣╩ ∆╢⁹ 

ₒ10ₓ ⌂ ─√╘─ ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩ ⇔ ╛ ⌐ ╩  

∆╢ ─ ╩ ↕∑ ⌐☼כ♬─ ∂√ ╩ ∆╢⁹ 

⌂ ה ─√╘ ─ ╛ⱴ♠♄ ─ ⅜ ∆╢ 

─ ⌐≈™≡ ∕╣∙╣─ ⌐╟╢ ╩ ⇔≡ ∆╢⁹╕ 

√ ♩♇ⱪ╛ ⅜ ∆╢ ⅜ ⅎ╢ ╩ ∆╢ ╩  

⌐ ⇔ ↓╣╩₈ ₉─ ─ ≤⇔≡ ╡ ╣ ⌐≈⌂→╢⁹ 

ₒ11ₓ ⇔™ ≠ↄ╡╩ ℮ ─ ╩ ⅎ√ ⌂ ╩ ∆╢  

╩ ∆╢√╘─ ה ╩ ה ↕∑  

⌐⅔↑╢ ╩ ≤∆╢⁹ 

─ ה ⌐⅔↑╢ ─ ─  

╩ ∆╢√╘ ≤─ ╩ ⅎ╢⁹ 

（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

ₒ12ₓ ╕≢⌐ ⇔√ ─ ╩ ≤⇔≡  

─ ┘ ─ ╩ ╢√╘ ─ ≢ ≤  

─ ◦☻♥ⱶ╩ ↕∑ ⌐ ≠⅝ ╩ ⇔√ 

╩ ℮≤≤╙⌐ ◖fi♁כ◦▪ⱶ ─ ⌂ ─ 

╩ ∆╢⁹ ⅜ ↄ ⌂  

┘ ה ─ ה ╩ ∆╢⁹ ─  

◦☻♥ⱶ─ ╩ ╕ⅎ ⌐ ⌐≈™≡│ ◖fi♁כ◦ 
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▪ⱶ ─ ╖╩ ⇔ ╩ ⇔√ ╩ ∆╢⁹ 

ₒ13ₓ ─ ─ ╩ ╢√╘ ≤ ⇔≡◒꜡☻▪ⱳ▬fi♩ⱷfi♩  

╩ ⇔√ ⌂ ╩ ℮⌂≥ ╩ ∆╢⁹ 

≥ ה ⇔≡◒꜡☻▪ⱳ▬fi♩ⱷfi♩ ╩ ⇔√ ╩ ™  

─ ⌂≥ ⌐ ╡ ╗⁹ 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

ₒ14ₓ ≢─ ─ ⌐ ≠™≡ ─ ╩ ⇔ ⌐  

─ ╩ ∆╢₈ ה ₉╩ ╕≢⌐  

⇔ ⌐≈™≡ ╩ ™ ╩ ∆╢⁹  

⅜ ↄ ⌂  

⌐ ה ─ ╩ ∆╢₈ ה ₉╩ ∆╢⁹ 

ₒ15ₓ ⌐  ™⅔⌐כ♃Ᵽꜟ◐ꜗꜞ▪♦◙▬fi☿fiכ꜡◓√⇔

≡ ה ה ╩ ╗⁹ ⌐ ⇔≡ ╠─◐ꜗꜞ 

▪╩ ⅎ╢▬fi♃כfi◦♇ⱪ ─ ⇔√◐ꜗꜞ▪ ╩ ™ ◐ꜗꜞ▪  

⌐ ∆╢ ╩ ⌐∆╢⁹ 

≡™⅔⌐כ♃Ᵽꜟ◐ꜗꜞ▪♦◙▬fi☿fiכ꜡◓ ה ה ⅜ ≢ ∫≡ 

™╢◐ꜗꜞ▪ ─ ה ╩ ╘ ה ה  

╩ ╗⁹ ⌐ ∆╢◐ꜗꜞ▪ Ⱡ♇♩꞉כ◒ ⌐ ↑ ∆╢⁹ 

ₒ16ₓ ₈ ⌂ ╩ ⇔√ ─▪◒☿◦ⱦꜞ♥▫₉ ₈ ⅜™─№╢ ┼─ 

─ ה ₉╩ ∆╢√╘⌐ ♪►ꜝ◒ה ╩  

⇔√ ☻♃◐ⱦꜚה ╩ ה ∆╢≤≤╙⌐ ⅜ ∆╢▪◒ 

☿◦ⱦꜞ♥▫ꜞכ♄כ ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩ ⇔ ▪◒☿◦ⱦꜞ♥▫ ─  

╩ ∆╢⁹ 

♪►ꜝ◒ה ה ╩ ⇔√ ☻♃◐ⱦꜚה ╩ ה ∆╢√╘ 

─ ┘ꜚⱦ◐♃☻ ─ ╩ ⇔ ─ ╩ ∆ 

╢⁹╕√ ▪◒☿◦ⱦꜞ♥▫ ╩ ∆╢√╘ ⌐⅔↑╢▪◒☿◦ⱦꜞ♥▫  

─Ⱶ♬ⱴⱶ☻♃fi♄כ♪╩ ∆╢≤≤╙⌐ ▪◒☿◦ⱦꜞ♥▫ꜞכ♄כ 

ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩ ∆╢⁹ 

（４）入学者選抜に関する目標を達成するための措置 

（学士課程） 

ₒ17ₓ ╩ ╕ⅎ⌂⅜╠ ─▪♪Ⱶ♇◦ꜛfiהⱳꜞ◦כ⌐ ≠™≡  ה

ה ╩ ה ⌐ ה ∆╢ ─ ╩  

╕≢⌐ ⇔ ─ ╩ ≡ ⅛╠ ∆╢⁹ 

₈ ה ♥☻♩ ₉⌐ ∆╢  

 ─ ╩ ⅎ⌂⅜╠ ┘ ה ─▪♪Ⱶ♇◦ꜛfiהⱳꜞ◦כ 

 ╩ ╕ⅎ√ √⌂ ─ ╩ ∆╢⁹ 

ₒ18ₓ ⌐ ⅜№∫≡ ╗ ↄ ↄ ∆ ╩ ╢↓≤─ 

≢⅝╢ ה ╩ ╕≢⌐ ─ ⌐⅔™≡  

⇔ ╕≢⌐ ─ ⌐⅔™≡╙ ∆╢↓≤⌐╟∫ 

≡ ꜟⱣכ꜡◓ ⌐ ≢⅝╢ ╩ ↑ ╣╢⁹ ⅜ ↄ ⌂  

─ ה ⌐⅔™≡ ⇔√ ╩ ╢↓≤─≢⅝╢ ה  

─ ─ ≤ ╩ ─ ─ ╩ ⌐ ⇔ ╩ ∆╢⁹ 

（大学院課程） 

ₒ19ₓ ⌂ ╩ ↑ ╣╢√╘⌐ ▪♇ⱪ꜡כ♪ ⱳכ♩ⱨ 

◊ꜞ○ ╩ ⇔≡ ⅛╠ ⌐☻꜠ⱶכ◦╩≢╕ ℮↓≤─≢⅝╢  

▬fi♃כⱠ♇♩ ◦☻♥ⱶ╩ ⇔ ╕≢⌐ ≢ ∆╢ 

≤≤╙⌐ ╩ ⇔√ ╩ ≢ ∆╢⁹ ⅜ 

ↄ ⌂  

─ ה ⌐⅔™≡ ⇔√▪♇ⱪ꜡כ♪ ╩ ⇔√ ▬fi♃כⱠ♇♩ 

◦☻♥ⱶ─ ≤ ╩ ⇔ ◦☻♥ⱶ╩ ∆╢⁹ 
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ₒ20ₓ ⌐ ⅜№∫≡ ╗ ↄ ↄ ∆ ╩ ╢↓≤─ 

≢⅝╢ ה ╩ ⇔√ √⌂ ╩ ⇔ ꜟⱣכ꜡◓ ⌐  

≢⅝╢ ╩ ↑ ╣╢⁹ 

⌐ ה ⅜№∫≡ ╩ ╢↓≤─≢⅝╢ ה ─ ⌐≈ 

™≡ ⌐⅔↑╢ ─ ╩ ╕ⅎ ─ ⌐⅔™≡  

╩ ∆╢⁹ 

 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

ₒ21ₓ Ⱶ♇◦ꜛfi─ ╩ ╕ⅎ ─ ╖╩ ⅛⇔ ╛  

─ ⌐ ⅎ√ ╩ ╡ ↄ⁹ 

ה ─ ≢│ ╩ ∆╢ ─ ⌐ ≠⅝ 

ה ≤─ ⌐ ∆╢ ─ ╩ ╘╢⁹ 

ה ה ─ ≢│  

כ☺꜡ⱡ♥◒ⱡ♫ה ╙─≠ↄ╡ה ה  

ה ⌂≥⌐⅔™≡ ─ ™ ╩ ↕∑╢≤≤╙⌐  

─ ⌐ ╢ ╩ ↕∑╢⁹ 

ה ─ ≢│ ─ ⅛╠ ╩ ⅎ≡⅝√ ≤⇔ 

≡ ⌐ ╢ ⌐ ∆╢ ╩ ↕∑╢≤≤╙⌐  

╛ ─ ─ ™ ╩ ↕∑╢⁹ 

↓─√╘ ⌂ ╩ ⇔ ─ ╩ ⌐ ╘╢≤ 

≤╙⌐ ⅛╠ ╕≢ ⌐ ⇔ ⌂ ╩ ⌐ 

ה ∆╢⁹╕√ ⌐ ╣√ ╩ ℮ ┘  

─ ╩ ⇔ ⌐ ╣√ ╩ ∆╢⁹↕╠⌐  

─ ╩ ╘╢√╘ ╩ ⇔ ─ ⌂≥ 

╩ ∆╢⁹ 

─ ה ╖─№╢ ה ⌐⅔™≡ ⌂ ╩ ⌐ ה  

∆╢⁹╕√ ⌐ ╣√ ╩ ℮ ┘ ─  

╩ ⇔ ⌐ ╣√ ╩ ∆╢⁹↕╠⌐ ─ ╩ ╘╢ 

√╘ ╩ ⇔ ─ ⌂≥ ╩ ∆╢⁹ 

ₒ22ₓ ♩♇ⱪ ─ ╩ ⇔ ⱴⱠ☺ⱷfi♩ ≢№╢ꜞ◘ 

כ♃כ꜠♩☻♬Ⱶ♪▪ה♅כ ┘ ⌐╟╢ ⌐╟ 

╡ ⅜ ⌐ ≢⅝╢ ⌂ ╩ ∆╢≤≤╙⌐ ⌂  

╩ ∆╢↓≤⌐╟╡ ╩ ─  

≤⇔ ─ ™ ה ─ ⌐№∫≡│  

⌂ ╩ ≢⅝╢╟℮⌂ ה ╩ ∆╢⁹╕√ ╛ 

─ ⌂≥ ╩ ⇔ ╩  

─ ⌐∆╢⁹ ⅜ ↄ ⌂  

ⱪ♇♩ ה ─ ╩ ⇔ ⌂≥─ ─ ⌐  

∆╢ ─ ╩ ─ ה ─ ╩ ╕ⅎ≡ ∆╢⁹ 

（２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置 

ₒ23ₓ ─ ┘ ─ ╛ ≢─Ɽⱨ◊כⱴfi☻╩⸗♬♃כ∆╢  

─ ᶸ ╩ ⌐ ─ ╩  

⌐ ™ ≤⇔≡ ⌐ ╡ ╗ ╩ ⇔ ─ ╩  

℮⁹ ⅜ ↄ ⌂  

─ ה ╩ ™ ≤⇔≡ ⌐ ╡ ╗ ╩ ⌐ ─  

╩ ℮⁹ 
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ₒ24ₓ ─ ─ ≤ ─ ─ ─√╘  הꜟ♫כꜗ☺

╩☻כⱬ♃כ♦ ≤⇔√ ╩ ∆╢⁹ 

╩☻כ═♃כ♦הꜟ♫כꜗ☺ ה ≤⇔√ ─ ╩ ╘ ∕─ ╩ ∆ 

╢≤≤╙⌐ ▪◌♦Ⱶ♇◒ꜝ▬♥▫fi◓☻◐ꜟ ╩ ╘≤⇔√ ─ ⌐ 

≈ ─☻ⱦכ◘ ╩ ╢≤≤╙⌐ ─ ⌂≥─ 

≤ ╩ ∆╢⁹ 

ₒ25ₓ ⱴⱠ☺ⱷfi♩ כ♃כ꜠♩☻♬Ⱶ♪▪ה♅כ◘ꜞ╢№≢ ┘ 

⌂ ╩ ∆╢ ⌐╟╡ ⅛≈ ⌂ ╩  

∆╢≤≤╙⌐ ⅜ ⌐ ≢⅝╢ ⌂ ╩ ∆╢⁹ 

♩ⱴⱠ☺ⱷfi ה כ♃כ꜠♩☻♬Ⱶ♪▪ה♅כ◘ꜞ╢№≢ ┘  

⌂ ╩ ∆╢ ⌐╟╡ ⅛≈ ⌂ ╩ ∆╢≤ 

≤╙⌐ ⅜ ⌐ ≢⅝╢ ⌂ ╩ ∆╢⁹ 

ₒ26ₓ ⱴⱠ☺ⱷfi♩ ⌐≈™≡ ┼─▪fi◔כ♩  ╩☼כ♬╡╟⌐

⇔ ─ ה ╩ ╢≤≤╙⌐ ה ─ ╩  

╕ⅎ√ ╩ ⅛≈ ⌐ ™ ה ─ ╩  

∆╢⁹ 

♩ⱴⱠ☺ⱷfi ה ─ ╩ ™ ╩ ∆╢≤≤╙⌐  

ה ─ ─ ה ╩ ™ ╩ ∆╢⁹ 

ₒ27ₓ ה ⌐⅔™≡ ∆╢ ◖Ⱶꜙ♬♥▫≤ ⇔≡  

─ ╛ ─ ╩ ⇔ ╩ ∆ 

╢⁹ 

ה ה ⌐⅔™≡ ∆╢ ◖Ⱶꜙ♬♥▫≤ ⇔≡  

─ ╛ ◦fiⱳ☺►ⱶ⌂≥╩ ⇔ ╩ ∆╢⁹ 

 

３ 社会との連携や社会貢献及び地域を志向した教育・研究に関する目標を達成するため 

の措置 

ₒ28ₓ ─ ╩ ℮▬fi◐ꜙⱬכ◦ꜛfi ╛  

╩ ⇔ ⌂ꜟⱣכ꜡◓ ─ ─  

╩fiꜛ◦כⱪfi▬ⱡⱬכ○ ∆╢ ─ ⌂≥╩ ∆╢≤≤╙⌐  

─ ☼כ♬ ≤ ─ ☼כ◦ ─ ⌂ⱴ♇♅fi◓ ┘ ╩ 

⇔√ ה ╩ ⇔ ⌐ ═≡  

─ ╩ ↕∑╢⁹ 

◖◦◐ⱷ ה ─ ╩ ≤⇔≡ ─ ─ ╩  
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│ ┼─ ╩ ↄ⁹ ╩ ⇔ ─  

⌐ ∆╢⁹ 

╢↑⅔⌐ ה ─ ≤⇔≡─ ╩ ∆╢ 

─ ⌐≈™≡ ╩ ∆╢√╘ ─ ╩ ⌐ ∆╢⁹╕ 

√ ⌐⅔™≡│ ꜟⱣכ꜡◓ ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩ ⇔  

ה ꜟⱣכ꜡◓─ ⌐ ⇔√ ─ ╩ ℮⁹↕╠⌐  

≤─ ≢ ⇔≡™╢ ⌐⅔™≡ ▪◒♥▫Ⱪכꜝה♬fi◓ ₈ ⇔™ 

┘₉─ ⌐≈™≡ ≤─ ⌐╟╢ ה  

─ ╙ ╘ ⅝ ⅝ ∆╢≤≤╙⌐ ⅜ ∆╢₈  

▬ⱡⱬכ◦ꜛfi☻◒₉ꜟכ ┼ ╩ ↕∑ ╩ ™  

╩ ↕∑╢√╘─ ╩ ∆╢⁹ 

 

４ その他の目標を達成するための措置 

（１）グローバル化に関する目標を達成するための措置 

ₒ30ₓ ⱪ꜡◓ꜝⱶ─ ┘ ≢─ ◓fi▫♥כꜟ◒ꜞ─ ⌂≥╩  

╡ ⌐ ╘╢ ─ ╩ ⌐ ↕∑╢⁹╕√  

─ ╩ ∆╢√╘ ⱪ꜡◓ꜝⱶ ╩ ≤⇔√  

─ ╩ ─ ┼ ∆ ⌐╟╡ ─  

╩ ─ ⌐∆╢⁹ ⅜ ↄ ⌂  

─ ה ⌂≥ ─ ╩ ╕ⅎ ⌐ ∂≡ ⇔╩ 

™≈≈ ⌐ ╘╢ ─ ╩ ⌐ ↕∑╢⁹╕√  

ⱪ꜡◓ꜝⱶ ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩╟╡ ⌐☼כ♬─ ∫√╙─⌐ ╩ ∆ 

⌐╟╡ ⌐ ╘╢ ─ ─ ╩ ⌐ ↕∑╢⁹ 

ₒ31ₓ ◓꜡כⱣꜟ ─ ⌐ ∆╢√╘ │ ≢─ ╩ ≈ 

╩ ─ ⌐╕≢ ↕∑╢≤≤╙⌐ │ ≢─  

╩ ≈ ╩ ─ ⌐╕≢ ↕∑╢⁹ ⅜ ↄ  

⌂  

ꜟⱣכ꜡◓ ה ─ ⌐ ∆╢√╘ ⌐ ≠ↄ ⌐╟╡  

│ ≢─ ╩ ≈ ╩ ─ ╕≢ ↕∑╢≤ 

≤╙⌐ ─ ─ ╛ ─ ⌐╟╡ │ ≢─  

╩ ≈ ╩ ─ ⌐∆╢⁹ 

ₒ32ₓ ─ ╩ ∆╢√╘ ┘ ─ ─℮ 

∟ ⌐╟╢ ╩ ⌐ ↕∑╢⁹╕√ ⅜  

┼─ ╩ ╘╢↓≤─≢⅝╢ ╩ ↕∑╢√╘ ─  

⌐ ∂√ ◌ꜞ◐ꜙꜝⱶ─ ╩ ™ ⇔√ ╩ ∆╢⁹ 

⅜ ↄ ⌂  

⌐ ה ┘ ─ ─℮∟ ⌐╟╢  

╩ ⌐ ∆╢√╘ ╩ ™√ ⱪ꜡◓ꜝⱶ─ ╩ ∆╢⁹ 

╕√ ⌐ ⇔√ ◌ꜞ◐ꜙꜝⱶ ─ ⌐ ≠⅝ ⅛╠ 

∆╢ √⌂ ◒ꜝ☻ ─ ╩ ℮⁹ 

ₒ33ₓ ─ ⌂╢ ╛ ⌐ ⇔ ⇔√ ⌐╟╢ ┘─  

┘ ╩↕∑╢≤≤╙⌐ ┼─ ┘ ⅛╠─ ╣╩  

™╛∆ↄ∆╢√╘ כ♃כ◊◒ ╩ ⇔√◘ⱴכ◒☻כꜟ ┘ ─  

ⱪ꜡◓ꜝⱶ⌂≥ ⌂ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩ ∆╢⁹ 

⌐ ה כ♃כ◊◒√⇔ ╩ ⇔√ ≤─◘ⱴכ◒☻כꜟ╛  

─ ⱪ꜡◓ꜝⱶ⌂≥ ⌂ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩ ∆╢⁹ 

ₒ34ₓ ╕≢⌐ ─℮∟ ╩ ≤─ ⌐  

↕∑ ⌂ ╩ ⇔ ┘ ─ ─  

╩ ℮⁹ ⅜ ↄ ⌂  

╩ ה ⇔√ ─ ⌐≈™≡ ∆╢⁹ 
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（２）附属病院に関する目標を達成するための措置 

ₒ35ₓ ⌂ ╩ ∆╢ ≤⇔≡ ─ ─ⱪ꜡ 

☿☻╩ ╘√ ─ ⇔╩ ⌐ ℮≤≤╙⌐ ⌂╢  

─ ─ ⌐ ↑ ╩ ∆╢⌂≥ ╛ ⌐ 

⌂ ≤⇔≡ ה ∆╢⁹ 

─☻Ᵽ♫fi●─ ה ─ ─ ─  

─ ⌐ ╘╢≤≤╙⌐ ╩ ∆╢⌂≥ ╩  

∆╢⁹ 

ₒ36ₓ ┌ↄ ─Ⱡ♇♩꞉כ◒ ┘ ה Ⱪ꜡♇◒⌐⅔↑╢ ─ ⅜ 

╪ ≤⇔≡─ ╩ √∆≤≤╙⌐ ─ ≤─ ╩ 

╢ ≤⇔≡─ ╩ √⇔ ≤─ ╩ ╘  

▪☺▪─ⱷ♦▫◌ꜟ☿fi♃כ─ ╩ ℮ ≤⇔≡ ה ↕∑╢⁹ 

◒כⱠ♇♩꞉ ה ╩ ↕∑ ─ ≤─ ╩ ∆╢≤≤ 

╙⌐ ─ ─ ─ ⌂≥⌐╟╡ ─ ─ ╩  

∆╢⁹╕√ ≤─ ╩ ╘ ╩ ∆╢⁹ 

ₒ37ₓ Ⱡ♇♩꞉כ◒ ─ ה ╩ ╡ ≢ ─ ™  

┘ ╩ ∆╢≤≤╙⌐ ┘  

─ ⌐╟╢ⱷꜞ♇♩╩ ⅛⇔ ⅛╠ ╕≢ ╩ ∫√  

≤ ╩ ⇔≡ ה ⌐⅔↑╢ ─ ╩ ∆╢⁹╕ 

√ ─ ⌂ ╩ ∟ ╩ ⅎ╢ ┘  

─ ─ ⌐ ≢⅝╢ ╩ ⅎ╢ ╩ ∆╢⁹ 

╩כ♃fi☿ ה ⌐ ≤ ⇔≡₈√∆⅝⅜↑ ₉╩ 

∆╢⌂≥ Ⱡ♇♩꞉כ◒ ─ ה ╩ ╡ ─ ⌐ ∫≡  

╩ ∆╢⁹╕√ ╩ ≤⇔√ ─ ╩ ≢⅝╢◓꜡ 

ꜟⱣכ ─ ≤ ┘▪☺▪ ⌐ ∆╢ⱪ꜡◓ꜝⱶ─ ⌐ ∆╢⁹ 

↕╠⌐ ꜟⱣכ꜡◓ ☿fi♃כ╩ ⌐ ┘  

≤─Ⱡ♇♩꞉כ◒╩ ∆╢≤≤╙⌐ ╩ ⌐☻꜠ⱶכ◦⌐  ה

≢⅝╢ ꜟⱣכ꜡◓ ╩ ∆╢ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩ ∆╢⁹ 

ₒ38ₓ ─ ⅛╠─ ╩ ⅎ≡⅝√ ≤⇔≡ ⌐ ∆╢  

╩ ⇔ ⅜ ⌐▪Ⱨכꜟ⇔℮╢ №╢ ה  

╩ ∆╢⁹╕√ ⱪ꜡☺▼◒♩ ─ ╛  

╩ ╘≤∆╢ ─ ⌐⅔↑╢ ─ ╩ ⅛⇔ ™ 

꜠ⱬꜟ─ ┘ ╩ ⌐ ∆╢≤≤╙⌐ ≤ 

─ ╩ ╡ ⌐ ⇔√ ─ ╩ ∆╢⁹ 

╩כ♃fi☿ ה ⌐ ─ ╩ ה ∆╢≤≤╙⌐  

─ ┘ ─ ╩ ∆╢⁹╕√ ─○ꜞfiⱧ♇ 

⌐◒♇ⱤꜝꜞfiⱧה◒ ↑≡ ☻ⱳכ♠ ☿fi♃כ╩ ⌐ Ⱡ♇♩꞉כ◒  

┘ ─ ≤─ ╩ ⇔ ⅜™ ╩♩כꜞ☻▪ ⌐ ⌐ 

╟╢ⱴꜟ♅◘ⱳכ♩╩ ∆╢≤≤╙⌐ ⱪ꜡◓ꜝⱶ─ ⌐ ∆╢⁹ 

ₒ39ₓ ⌐ ⇔√ ⌐╟╢ ┘ ╩ 

⇔≡ ℮≤≤╙⌐ ◦☻♥ⱶ╩ ⇔≡ ╩ ™  

⌐ ≠™√ ⌂ ╩ ∆╢⁹ 

╢╟⌐ ה ╩ ⇔≡ ™ ╩ ⌐ ⌂≥ 

╩ ה ∆╢⁹ 

ₒ40ₓ ≤─ ╩ ⇔ ₈ ◔▪◦☻♥ⱶ₉─  

⌐ ↑ ─ ─ ╩ ⅎ≡ ⌐⅔↑╢  

─ ה ≤ ─ ╩ ╡⌂⅜╠ ─  

≤─ ה ╩ ⇔ ⅛≈ ─ ™ ╩ ∆╢⁹ 

╠⅛ ה ⌐ ⇔≡™ↄ√╘ ╩  

╕ⅎ√ ─ ≤ ╩ ⇔ ≢─ ה ה ─  
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≤ ⱪꜝ▬ⱴꜞ◔▪⅛╠ ╕≢─ ╩ ∆╢⁹ 

（３）附属学校に関する目標を達成するための措置 

ₒ41ₓ ה ≢ ─╖⌂╠∏  

ꜟⱣכ꜡◓≤⌂ⱪ♇◦כ♄כꜞ╛◒כⱶ꞉כ♅ ⌐ ╘╠╣╢ ה  

╩ ∆╢ ┘∕─ ≤⌂◒♇ꜞⱩכꜟ ╩ ╕≢ 

⌐ ⇔ ∕─ ╩ ∆╢⁹ 

ꜟⱣכ꜡◓ ה ⌐ ╘╠╣╢ ה ╩ ╩◒♇ꜞⱩכꜟ─╘√╢∆ ∆╢⁹ 

ₒ42ₓ ◓꜡כⱣꜟ⌂ ╩ ∆╢≤™℮ ה ─ ⌐ ≠⅝  

⌐⅔™≡╙ ⌐ ╩♪Ᵽꜟⱴ▬fiכ꜡◓ ∆╢ ╛  

⌐╟╢ ─ ┘▪◒♥▫Ⱪכꜝה♬fi◓⌂≥ √⌂ ┘─ ╩ 

↕∑╢≤≤╙⌐ ─▬fi♃כfi◦♇ⱪ─ ≤⇔≡ ⇔ ⌂ 

╩ ⌐ ↑↕∑╢⁹ 

⌂ ה ⅛╠ ⌐╟╢ ╛ ─ ┘▪◒♥▫Ⱪכꜝה 

♬fi◓⌂≥ √⌂ ┘─ ╩ ∆╢≤≤╙⌐ ╩▬fi♃כfi≤⇔≡ ↑ 

╣╢⁹ 

ₒ43ₓ ─ ≤⇔≡─ ╩ ≢⅝╢╟℮ ⌂  

ⱪ꜡◓ꜝⱶ╩ ∆╢≤≤╙⌐ ─ ≤─ ╩ ⇔  

╩ ↕∑╢⁹ 

⌐≥↔☺כ♥☻▪ꜞꜗ◐─≡⇔≥ ה ⌂ ה ╩ ⌐ ⱪ꜡◓ꜝ 

ⱶ╩ ∆╢⁹╕√ ─ ╩ ∆╢⁹ 

 

 

и 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

ₒ44ₓ ™ ≢─ ⌂ ⌐ ∆╢√╘ ╩ ╗  

⅛╠ ⇔√ ╩ ⌐╟╢ ⱥ▪ꜞfi◓╩ ∂ ⌐  

↕∑╢⁹ 

╩ ה ╗⁹ ⅛╠ ╩ ⇔  

 ⌐╟╢ ≤ ⌐╟╢ ⱥ▪ꜞfi◓╩ ∂ ⌐ ∂≡ ∆╢ 

 ≤≤╙⌐ ↓╣╕≢─ ⌐⅔↑╢ ─ ╩ ™ ◘▬◒ꜟ─  

╩ ╘╢⁹ 

ₒ45ₓ ●Ᵽ♫fi☻ ─ ⌐ ↑ ◦☻♥ⱶ⌂≥─ ה ⇔╩ ℮≤≤ 

╙⌐ ≤ ─ ⌂Ⱶכ♥▫fi◓╩ ⇔ ─ ╩ ╡⌂⅜ 

╠ ─ ┘ ╩ ⇔ ─ ╩ ℮⁹ 

─ ה ≤ ─ ╩ ⇔ ⌐ ∂≡ ⇔ 

╩ ℮⁹╕√ ≤ ─ ╩ ∆╢≤≤╙⌐ ⌂ ╩ 

℮⁹↕╠⌐ ≤ ─ ⌂Ⱶכ♥▫fi◓⌐╟╡ ╩  

⌐ ↕∑╢≤≤╙⌐ ─ ┘ ╩ ⇔ ⌐ ∂≡  ה

╩ ╢⁹ 

ₒ46ₓ ─√╘ ─ ╩ ⅛╠ ≤ 

⇔ ─ ╛ ≢─Ɽⱨ◊כⱴfi☻╩⸗♬♃כ∆╢ ─  
ᶸ ╩ ⌐ ⌂ ╩ ℮⁹ ⅜  

ↄ ⌂  

─ ה ≢ ─ ╛ ≢─Ɽⱨ◊כⱴfi☻╩⸗♬♃כ∆╢ ─  
ᶸ ◄ⱨ◊כ♩ ᶸ ╩ ⌐  

⌂ ╩ ∆╢⁹ 

ₒ47ₓ ─ ╣√ ╩ ∆╢√╘ ╛ ⌂≥ ה ◦☻ 

♥ⱶ─ ╩ ⇔ ╩ ⌐╕≢ ↕∑╢⁹  

⅜ ↄ ⌂  
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─ ה ╣√ ╩ ∆╢√╘ ╛ ⌂≥ ה ◦☻♥ⱶ 

─ ╩ ⇔ ╩ ⌐╕≢ ↕∑╢⁹ 

ₒ48ₓ ⌂ ─ ─ ╩ ⌐ ⇔ ╩  

∆╢√╘ ♥♬ꜙ▪♩ꜝ♇◒ ─ ⌂≥⌐╟╡  

╩ ⌐╕≢ ↕∑╢⁹ ⅜ ↄ ⌂  

⌂ ה ─ ─ ╩ ⌐ ⇔ ╩ ∆╢ 

√╘ ⌐ ≠ↄ ⌐╟╡ ╩  

⌐╕≢ ↕∑╢⁹ 

ₒ49ₓ ₈ ≢ ≤⌂╢ ꜟ◐☻ה ─ ≤ ┼─ ⌐╟╢  

─ ₉₈◐ꜗꜞ▪Ɽ☻ ─ ⌐╟╢⸗♅ⱬכ◦ꜛfi ₉  

┘₈ ─ ™ ─ ⌐╟╢ ─ ₉╩ ≤⇔ 

√ ⌐ ≠™√ ⌐╟╡ ─  

╩ ℮⁹ 

⌐ ה ≠⅝ ⌐ ∆╢ ╩ 

⇔ ─ ╩ ℮⁹ 

ₒ50ₓ ─꞉ה◒כꜝ▬ⱨהⱣꜝfi☻╩ ∆╢√╘ ─ ┘☿Ⱶ♫כ 

─ ⌐╟╡ ⅜ ╩ ⇔╛∆™ ╩ ∆╢≤≤╙⌐  

⌐ ⌐ ≠ↄ₈ ₉  

─ ╩ ↑╢⁹ 

╠⅛ ה ╕≢─₈ ₉ ╩ ╕ⅎ  

≤ ⅜ ≢⅝╢ ─ ┘☿Ⱶ♫כ ╩ ∆╢≤≤╙⌐ ─  

╩ ∆╢⁹ 

ₒ51ₓ ─ ╩ ∆╢√╘ ┘ ─ ╩  

⌐╕≢ ↕∑╢⁹ ⅜ ↄ ⌂  

─ ה ╩ ∆╢√╘ ⌐ ≠ↄ ⌐╟╡  

─ ╩ ⌐∆╢≤≤╙⌐ ─ ╩  

⌐∆╢⁹ 

 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

ₒ52ₓ Ⱶ♇◦ꜛfi─ ╛ ☼כ♬ ╩ ╕ⅎ ≤ ╩  

⇔ ⌂ ╩ ∆╢↓≤⌐╟╡ ≤⇔≡ ⌐ ╡ ╗  

╩ ⌐ ╩ ה ⌐ ∆╢↓≤≢ ─ ╛ ╖╩ ⅛⇔√ 

╩ ∆╢≤≤╙⌐ ┘ ╩ ∆⁹ 

ה ה ה ─ ⌐ ⅜╢  

─ ┘ ─ ⇔⌐≈™≡ ╩ ╘╢⁹╕√ ─  

─ ┘ ─ ⌐ ↑ ╩ ℮⁹ 

ₒ53ₓ ⌐⅔↑╢ ה ─ ה ─№╢ ╩☻כ♁ꜞ ⅛⇔√  

─ ╩ ℮⁹ 

ה ה ─ ⌐ ⅜╢ ─ ⌐ ↑ ╩ ╘╢⁹ 

ₒ54ₓ √⌂ ⌐ ↑√ ≤ ∆╢ ≤⌂☼כ♬ ⌐ ∆╢  

┼ ∆╢√╘ ⌐ ╩ ⇔  

╩ ⇔ ⌐ ∆╢ ⌂ 

≥─ ─ ⌐ ╠⇔≡ ∆╢⁹ 

─ ה ─ ╩ ∆╢⁹ 

 

３ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

ₒ55ₓ ה ─ ה ⇔╩ ⌐ ℮≤≤╙⌐ ◦☻♥ⱶ  

⌐ ⇔≡™╢ ─ ▬fi♃כⱠ♇♩ ◦☻♥ⱶ─  

◦☻♥ⱶ─ ╛ ┘ ⌐╟╢ ─ ╩ ╢↓≤ 

⌐╟╡ ─ ה ╩ ∆╢⁹ 
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ה ה ─ ה ⇔╩ ⌐ ℮≤≤╙⌐ ◦☻♥ⱶ─  

╩ ™ ⌐ ∂≡ ⇔ ◦☻♥ⱶ ⌐ ⇔≡™╢ ─ ╩  

∆╢⁹╕√ ─ ⌐ ↑≡ ₁⌂ ─ ╩  

ה ∆╢⁹ 

 

 

й 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 外部研究資金，寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

ₒ56ₓ ─ ─ ─ ה ╩ ™ ╟╡ ⌂  

⌐ ⇔ √╡─ ╩ ─  

⌐∆╢⁹ 

⌐ ה ≠⅝ ↔≤⌐ ╩ ה ∆╢⁹ ─  

─ ─ ה ╩ ™ ╩ ⌐ ╩ ∆⁹ 

ₒ57ₓ ╩ ∆╢√╘ ─ ╩ ⌐ ™  

╩ ∆⁹ 

╩ ה ∆╢√╘ ⇔√ ⌐╟╡  

─ ─ ╩ ⇔ ╩ ╡ ╘╢⁹ 

 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

ₒ58ₓ ╩ ∆╢√╘ ☿◓ⱷfi♩ ─ ╩ ™  

⌐ ╢ ─ ─ ╩ ỏ ⌐ ⇔ ⌐ 

∆╢⁹ 

╩ ה ∆╢√╘ ☿◓ⱷfi♩ ─ ╩ ™ ⌐  

╢ ─ ─ ╩ ỏ ⌐ ⇔ ∆╢⁹ 

 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

ₒ59ₓ ─ ⌐ ∆╢ ┘ ╩ ⇔≡ ™  

╩ ∆╢≤≤╙⌐ ⌐╙ ∆╢↓≤≢ ╩ ∆╢⁹ 

♩ⱴⱠ☺ⱷfi ה ≤ ⇔ ה ─ ⌐ ∆╢  

─ ה ╩ ™ ─ ╩ ╢≤≤╙⌐ ⌐╙ ∆╢↓≤≢  

╩ ∆╢⁹ 

 

 

к 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべき

措置 

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

ₒ60ₓ ─ ─ ה ╩ ╢√╘ ≤⇔≡ ╩ ⇔  

⌐⅔™≡│ ⌐ ∂√ ─ ╩ ─  

─ ה ╩ ∆╢≤≤╙⌐ ╩ ╗ ⌐╟ 

╢ ╩ ∆╢⁹↕╠⌐ ⅜ ⇔≡™╢ ◖fi♁כ◦▪ⱶ 

─ ⌂ ─ ╩ ∆╢⁹ 

─ ה ─ ה ╩ ╢√╘ ⌐ ⇔√ ⌐ ≠⅝  

ה ╩ ℮≤≤╙⌐ ↓╣╩ ⌐ ╩ ╗⁹  

⌐╟╢ ╩ ∆╢⁹ 

 

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置 

ₒ61ₓ ┼─ ╩ √∆√╘ ►▼Ⱪ◘▬♩╛₈ ⱳ₉♩כ꜠♩כ ╩  

⇔≡ ה ╩ ⅛╡╛∆ↄ ⌐ ∆╢⁹ 

─ ה ה ⌐≈™≡ ⅛╡╛∆ↄ ⌐ ה ∆╢√ 

╘⌐ כ♃♬⸗ ╩ ⇔ ►▼Ⱪ◘▬♩ ─ ─ ╩ ℮⁹ 
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ₒ62ₓ ⌐⅔↑╢ ─ ┘꜠Ⱨꜙ♥כ◦ꜛfi─ ╩ ╢√╘  

⌐ ∫√ ─ ╩ ⌐ ⅝ ┘ ─ 

╣√ ╛ ╩►▼Ⱪ◘▬♩╛♁כ◦ꜗꜟⱷ♦▫▪ ⌐╟╡ ∆ 

╢⁹ 

כ♄ꜟⱱ◒כ♥☻ ה ⌐ ⌂ ⌐╟╡ ⌂ ╩ ∆╢⁹╕√ ─  

⌐≈™≡ ꜞⱳ☺♩ꜞ─ ┘ ╩ ∆╢⁹ 

ₒ63ₓ ─ ┘ ┼─ ┘ ⱷ♦▫▪┼─ꜞ 

☻כꜞ ╩ ⌐ ℮↓≤⌐╟╡ ─꜠Ⱨꜙ♥כ◦ꜛfi╩ ↕∑╢⁹ 

√⇔ ה ⌐╟╡ ─ ┘ ⱷ♦▫▪ ┼ ─ 

╣√ ╩ ☻כꜞꜞ┘ ⌐╟╡ ⌐ ∆╢⁹ 

 

 

л その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 

ₒ64ₓ ה ─ ☻Ɑכ☻╛▪◒♥▫Ⱪכꜝה♬fi◓─√╘─☻Ɑכ☻ ╩ 

∆╢≤≤╙⌐ ─ ─ ╩ ╕ⅎ√ ─ ╛ ◄Ⱡꜟ 

כ◑ ─ ⌂ ⌐╟╡ ה ⌂ ╩ ∆╢⁹ 

⌐ⱪꜝfi─▪◒◦ꜛfiⱪꜝfiכ♃☻fiⱤ☻ⱴꜗ◐ ה ≠⅝ ─  

─ ≤ ─√╘⌐ ─ ╩ ⇔ ה ─  

☻Ɑכ☻╛▪◒♥▫Ⱪכꜝה♬fi◓─√╘─☻Ɑכ☻ ─ ╩ ∆╢≤≤╙⌐  

ⱴⱠ☺ⱷfi♩⌐ ≠ↄ ⌐╟╡ ─ ╛ ◄Ⱡꜟ◑כ  

─ ⌂ ⌐╟╡ ה ⌂ ╩ ∆╢⁹ 

ₒ65ₓ ─ ╩ ∆╢√╘ ה ☻Ɑכ☻─ ≤≤╙⌐  

☻Ɑכ☻╩ ⌐ ∆╢⁹ 

─ ה ☻Ɑכ☻─ ┘ ⌐╟╡ ה ☻Ɑכ☻─ 

┘ ☻Ɑכ☻─ ⌐ ╡ ╗⁹ 

 

２ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

ₒ66ₓ ─ ה ╩ ℮≤≤╙⌐ ╩ ≤⇔√ ⌐ 

╢ ╛ ╩ ⌐ ∆╢↓≤⌐╟╡ ─ꜞ☻◒ⱴⱠ 

☺ⱷfi♩ ┘ ─ ⌐ ╡ ╗⁹ 

⌐ ה ∫√ ⌐ ∆╢ ⌐ ∆╢ ≤ ┘ ─  

╩ ™ ╩ ↕∑╢⁹╕√ ┘ ⌐ ∆╢ ╩ 

↕∑ ꜞ☻◒ⱴⱠ☺ⱷfi♩ ┘ ⌐ ∆╢ ⌐ ╡ ╗⁹ 

 

３ 法令遵守等に関する目標を達成するための措置 

ₒ67ₓ ⌐ ╢ ─ ┘ ─ ⌐ ≠ 

⅝ ⌐⅔™≡ ⌐ ╦╢ │ ╩ ∆╢ ⌐ ┘  

⌐ ╢ ⌐ ∆╢ ┘⌐ ─ ─ ⌐ ∆╢  

┼ ↕∑╢≤≤╙⌐ ╩ ∆╢ ⅛╠ ─ ╩  

↑╢⌂≥─ ╩ ∆╢⁹ 

─ ה ⌐ ╢ ─ ┘ ─ ⌐  

≠⅝ ┘◖fiⱪꜝ▬▪fi☻ ╩ ∆╢⁹╕√ ╩ ∆ 

╢ ⅛╠ ─ ה ─ ה ─ ╩ ∆╢ ╩  

∆╢⁹ 

ₒ68ₓ ─ ⅛≈ ⌂ ≤ ╩ ∆╢√╘⌐ ⅝ ⅝  

─ ™ ⌐≈™≡ ╩ ∂ ⇔√ ⌐ ╡ ╪≢™ↄ≤≤╙⌐  

┘ ┼─ ⌐≈™≡─ ╩ ⌐ ∆╢⁹ 
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╩ ה ╗ ─ ⌂ ─√╘ ┘ ┼─ 

⌐≈™≡ ╟╡ ⌂ ⌐ ⇔√ ≢ ⇔ ⌐ ↑≡ ╩ 

℮⁹ 

ₒ69ₓ ─ ≤ ─ ╩ ⇔≡  ►ꜝ◒─Ᵽכ◘

♪ ╩ ↕∑╢≤≤╙⌐ ⌐ ⇔√ ☿◐ꜙꜞ♥▫ⱳ 

כ◦ꜞ ┘ ┘⌐ ≢ ☻ⱦכ◘♪►ꜝ◒√⇔ ●▬♪ꜝ▬fi⌐ 

∫√ ☿◐ꜙꜞ♥▫─ ╩ ∆╢⁹ 

⌐≢╕ ה ⇔√ ♪►ꜝ◒─Ᵽכ◘ ╩ ה ∆╢≤≤╙⌐  

☿◐ꜙꜞ♥▫ⱳꜞ◦כ ┘ ┘⌐ ≢ ☻ⱦכ◘♪►ꜝ◒√⇔ ● 

▬♪ꜝ▬fi⌐ ∫≡ ⇔√ ◦☻♥ⱶ─ꜞ☻◒ ה ╩ ⌐  

╩ ⇔√ ☿◐ꜙꜞ♥▫ ╩ ∆╢⁹ 
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Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画 

別紙参照 

 

Ⅶ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金の限度額 

   ６，２２２，０７４千円  

           

２ 想定される理由 

   運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費として借

り入れすることが想定されるため。 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し，又は担保に供する計画 

    附属病院における改修等工事及び病院特別医療機械の整備に必要となる経費の長期借入

に伴い，本学霞団地の土地を担保に供する。 

 

Ⅸ 剰余金の使途 

  決算において剰余金が発生した場合は，文部科学大臣の承認を受けて，教育研究の質の

向上及び組織運営の改善に充てる。 

 

Ⅹ その他 

１．施設・設備に関する計画 

（単位：百万円） 

施設・設備の内容 予定額 財     源 

 

・（霞）総合研究棟改修（歯学系） 

・液化ヘリウム安定供給システム 

・高性能コンピューター断層撮影

装置システム 

 

・小規模改修 

 

 

総額 

951   

 

施設整備費補助金 (  582 ) 

 

長期借入金      (   297 ) 

 

（独）大学改革支援･学位授与機

構施設費交付金 

           (    72 ) 

注）金額については見込みであり，上記のほか，業務の実施状況等を勘案した施設・設

備の整備や，老朽度合い等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあり得

る。 
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２．人事に関する計画 

（１）戦略的な学内資源配分 

教員の人件費管理を部局等単位から，学長の下での全学一元管理とし，本学の教育

や研究面でのパフォーマンスをモニターする独自の目標達成型重要業績指標（ＡＫＰ

ＩⓇ），教員エフォート指標（ＢＫＰＩⓇ）等の指標を参考に，戦略的な人員配置を実施

する。 

 

（２）多様で優れた人材の獲得 

 ① 教育研究力強化のために，国内外の優れた人材の確保に向けて，年俸制や混合給

与など人事・給与システムの弾力化を推進するとともに，教員措置方針に基づく計

画的な人員措置等により，年俸制適用教員，外国籍又は海外での教育研究歴等を持

つ教員，若手教員（４０歳未満）を増加させる。 

 

 ② 職員人材育成計画に基づいた採用，異動，昇任，研修の実施により，職員の人材

養成を行うとともに，同計画の一環として，外国籍の職員の採用や海外派遣研修を

実施し，外国籍又は海外での職務経験等を持つ職員を増加させる。 

 

（３）男女共同参画の実現 

 ① 平成２６年度から平成３１年度までの「一般事業主行動計画」（第３期）を踏まえ，

仕事と家庭が両立できる制度の周知及びセミナー等を実施するとともに，同制度の

活用状況を検証する。 

 

 ② 大学運営における意思決定の場への女性教職員の参画推進のため，教員措置方針

に基づく人員措置により女性教員の割合を増加させるとともに，女性管理職の割合

も増加させる。 

 

 

（参考１） 平成２９年度の常勤職員数  ２，４５３人 

         また，任期付職員数の見込みを  ５３９人とする。 

（参考２） 平成２９年度の人件費総額見込み  ３５，８３１百万円 

（退職手当は除く。） 
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（別紙）予算（人件費の見積りを含む。），収支計画及び資金計画 

 

１．予 算 

平成２９年度 予算 

（単位：百万円） 

区       分 金    額 

収入      

 運営費交付金 

 施設整備費補助金    

 補助金等収入 

 大学改革支援・学位授与機構施設費交付金 

 自己収入   

   授業料，入学金及び検定料収入  

   附属病院収入 

   財産処分収入 

   雑収入  

 産学連携等研究収入及び寄附金収入等 

 引当金取崩 

 長期借入金収入 

 目的積立金取崩 

    計 

 

25,045  

582  

1,924  

72  

 37,441  

8,663  

28,166  

11  

601  

6,609  

444  

297  

0  

72,414  

支出      

 業務費 

   教育研究経費 

   診療経費 

 施設整備費 

 補助金等 
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２．収支計画 

平成２９年度 収支計画 

（単位：百万円） 

区       分 金    額 

費用の部    

 経常費用   

  業務費  

   教育研究経費 

   診療経費 

   受託研究費等 

   役員人件費 

   教員人件費 

   職員人件費 

  一般管理費  

  財務費用  

  雑損 

  減価償却費  

 臨時損失    

  

収入の部    

 経常収益   

  運営費交付金収益  

  授業料収益  

  入学金収益  

  検定料収益  

  附属病院収益  

  受託研究等収益 

  補助金等収益  

  寄附金収益 

        施設費収益  

  財務収益  

  雑益  

  資産見返運営費交付金等戻入 

  資産見返補助金等戻入 

  資産見返寄附金戻入  

  資産見返物品受贈額戻入  

 臨時利益     

純利益       

目的積立金取崩益 

総利益 

72,496  

72,496  

66,076  

8,914  

  15,696  

3,714  

133  

22,210  

15,409  

1,334  

213  

0  

4,873  

0 

 

72,499  

72,499  

25,045  

6,536  

1,137  

227  

28,166  

4,272  

1,905  

1,616  

38 

16  

1,226 

1,363  

509  

440  

3  

0  

3  

0 

3  
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３．資金計画 

平成２９年度 資金計画 

（単位：百万円） 

区       分 金    額 

資金支出 

    業務活動による支出 

    投資活動による支出 

    財務活動による支出 

    翌年度への繰越金 

 

資金収入 

    業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  授業料，入学金及び検定料による収入 

  附属病院収入 

  受託研究等収入 

  補助金等収入 

    寄附金収入 

  その他の収入 

    投資活動による収入 

  施設費による収入 

  その他の収入 

    財務活動による収入 

    前年度よりの繰越金 

 

78,937   

67,864  

2,991  

1,559  

6,523  

 

78,937 

70,993      

25,045  

8,663  

28,166  

4,271  

1,924  

1,698  

1,226  

670  

654 

16  

297 

6,977  
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別表（学部の学科，研究科の専攻等の名称と学生収容定員，附属学校の収容定員・学級数） 

 

総合科学部 

 

文学部 

 

教育学部 

 

 

 

 

 

 

法学部 

 

 

経済学部 

 

 

理学部 

 

 

 

 

 

 

 

医学部 

 

 

 

歯学部 

 

 

 

薬学部 

 

 

工学部 

 

 

 

 

 

生物生産学部 

 

総合科学科               ５２０ 人 

 

人文学科         ５８０ 人 

 

第一類（学校教育系） ６８０ 人 

             （うち教員養成に係る分野 ６８０人） 

第二類（科学文化教育系） ３５２ 人 

第三類（言語文化教育系） ３３６ 人 

第四類（生涯活動教育系） ３５２ 人 

第五類（人間形成基礎系） ２２０ 人 

 

法学科 昼間コース    ５８０ 人 

夜間主コース     １８０ 人 

 

経済学科 昼間コース     ６２０ 人 

夜間主コース   ２６０ 人 

 

数学科                   １８８ 人 

物理学科    ６６ 人 

物理科学科  １９８ 人（H29募集停止） 

化学科                   ２３６ 人 

生物科学科               １３６ 人 

地球惑星システム学科       ９６ 人 

学部共通３年次編入学       ２０ 人 

 

医学科               ７１７人 

             （うち医師養成に係る分野 ７１７人） 

保健学科                 ４８０ 人 

 

歯学科                   ３１８ 人 

             （うち歯科医師養成に係る分野 ３１８人） 

口腔健康科学科      １６０ 人 

 

薬学科          ２２８ 人 

薬科学科          ８８ 人 

 

第一類（機械システム工学系）              ４２０ 人 

第二類（電気・電子・システム・情報系）    ５４０ 人 

第三類（化学・バイオ・プロセス系）        ４６０ 人 

第四類（建設・環境系）                    ５４０ 人 

学部共通３年次編入学                        ２０ 人 

 

生物生産学科            ３８０ 人 
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総合科学研究科 

 

 

 

文学研究科 

 

 

 

教育学研究科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会科学研究科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学研究科 

 

 

 

総合科学専攻       １８０ 人 

〔うち博士課程前期 １２０人〕 

〔  博士課程後期  ６０人〕 

 

人文学専攻               ２２４ 人 

〔うち博士課程前期 １２８人〕 

〔  博士課程後期  ９６人〕 

 

教職開発専攻               ４０ 人 

〔うち専門職学位課程  ４０人〕 

学習開発学専攻       ４０ 人 

〔うち博士課程前期  ４０人〕 

教科教育学専攻  １６０ 人 

〔うち博士課程前期 １６０人〕 

日本語教育学専攻      ２８ 人 

〔うち博士課程前期  ２８人〕 

教育学専攻                 ２８ 人 

〔うち博士課程前期  ２８人〕 

心理学専攻                 ３８ 人 

〔うち博士課程前期  ３８人〕 

高等教育学専攻       １０ 人 

〔うち博士課程前期  １０人〕 

教育学習科学専攻           ９８ 人 

〔うち博士課程後期  ９８人〕 

学習開発専攻    ９ 人（H28募集停止） 

〔うち博士課程後期   ９人〕 

文化教育開発専攻    ２２ 人（H28募集停止） 

〔うち博士課程後期  ２２人〕 

教育人間科学専攻    １８ 人（H28募集停止） 

〔うち博士課程後期  １８人〕 

 

法政システム専攻           ６３ 人 

〔うち博士課程前期  ４８人〕 

〔    博士課程後期  １５人〕 

社会経済システム専攻       ８０ 人 

〔うち博士課程前期  ５６人〕 

〔    博士課程後期  ２４人〕 

マネジメント専攻           ９８ 人 

〔うち博士課程前期  ５６人〕 

〔    博士課程後期   ４２人〕 

 

数学専攻                   ７７ 人 

〔うち博士課程前期   ４４人〕 

〔    博士課程後期   ３３人〕 

物理科学専攻               ９９ 人 
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先端物質科学研究科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医歯薬保健学研究科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工学研究科 

 

 

 

 

 

〔うち博士課程前期   ６０人〕 

〔    博士課程後期   ３９人〕 

化学専攻                   ７９ 人 

〔うち博士課程前期   ４６人〕 

〔    博士課程後期   ３３人〕 

生物科学専攻               ８４ 人 

〔うち博士課程前期   ４８人〕 

〔    博士課程後期   ３６人〕 

地球惑星システム学専攻     ３５ 人 

〔うち博士課程前期   ２０人〕 

〔    博士課程後期   １５人〕 

数理分子生命理学専攻       ７９ 人 

〔うち博士課程前期   ４６人〕 

〔    博士課程後期   ３３人〕 

 

量子物質科学専攻          ８６ 人 

〔うち博士課程前期   ５０人〕 

〔    博士課程後期   ３６人〕 

分子生命機能科学専攻       ８１ 人 

〔うち博士課程前期   ４８人〕 

〔    博士課程後期   ３３人〕 

半導体集積科学専攻         ５１ 人 

〔うち博士課程前期   ３０人〕 

〔    博士課程後期   ２１人〕 

 

医歯薬学専攻         ３８８ 人 

〔うち博士課程  ３８８人〕 

口腔健康科学専攻        ３６ 人 

〔うち博士課程前期   ２４人〕 

〔  博士課程後期   １２人〕 

薬科学専攻           ４５ 人  

〔うち博士課程前期   ３６人〕 

〔  博士課程後期    ９人〕 

保健学専攻         １１３ 人 

〔うち博士課程前期   ６８人〕 

〔  博士課程後期   ４５人〕 

医歯科学専攻           ２４ 人 

〔うち修士課程   ２４人〕 

 

機械システム工学専攻    ８３ 人 

〔うち博士課程前期   ５６人〕 

〔    博士課程後期   ２７人〕 

 

機械物理工学専攻      ９０ 人 

〔うち博士課程前期   ６０人〕 
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生物圏科学研究科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際協力研究科 

 

 

 

 

 

 

法務研究科 

 

 

〔    博士課程後期   ３０人〕 

ｼｽﾃﾑｻｲﾊﾞﾈﾃｨｸｽ専攻     １０１ 人 

〔うち博士課程前期   ６８人〕 

〔    博士課程後期   ３３人〕 

情報工学専攻       １１３ 人 

〔うち博士課程前期   ７４人〕 

〔    博士課程後期   ３９人〕 

化学工学専攻        ７２ 人 

〔うち博士課程前期   ４８人〕 

〔    博士課程後期   ２４人〕 

応用化学専攻        ７９ 人 

〔うち博士課程前期   ５２人〕 

〔    博士課程後期   ２７人〕 

社会基盤環境工学専攻    ６１ 人 

〔うち博士課程前期   ４０人〕 

〔    博士課程後期   ２１人〕 

輸送・環境システム専攻   ６１ 人 

〔うち博士課程前期   ４０人〕 

〔    博士課程後期   ２１人〕 

建築学専攻         ６３ 人 

〔うち博士課程前期   ４２人〕 

〔    博士課程後期   ２１人〕 

 

生物資源科学専攻      ９６ 人 

〔うち博士課程前期    ６０人〕 

〔    博士課程後期    ３６人〕 

生物機能開発学専攻     ８４ 人 

〔うち博士課程前期    ４８人〕 

〔    博士課程後期   ３６人〕 

環境循環系制御学専攻      ６５ 人  

〔うち博士課程前期   ３８人〕 

〔    博士課程後期   ２７人〕 

 

開発科学専攻             １５２ 人 

〔うち博士課程前期  ８６人〕 

〔    博士課程後期  ６６人〕 

教育文化専攻               ９８ 人 

〔うち博士課程前期  ５６人〕 

〔    博士課程後期  ４２人〕 

 

法務専攻                  ７６ 人 

〔うち専門職学位課程  ７６人〕 

 

特別支援教育特別専攻科 ３０人 
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附属小学校 

 

 

附属東雲小学校 

 

 

附属三原小学校 

 

 

附属中学校 

 

 

附属東雲中学校 

 

 

附属三原中学校 

 

 

附属福山中学校 

 

 

附属高等学校 

 

 

附属福山高等学校 

 

 

附属幼稚園 

 

 

附属三原幼稚園 

 

 

 

３８４人 

学級数 １２ 

 

４５６人 

学級数 １８ 

 

３８４人 

学級数 １２ 

 

３６０人 

学級数  ９ 

 

２６４人 

学級数  ９ 

 

２４０人 

学級数  ６ 

 

３６０人 

学級数  ９ 

 

６００人 

学級数 １５ 

 

６００人 

学級数 １５ 

 

８０人 

学級数  ３ 

 

８０人 

学級数  ３ 

 

 




